
全ト協発第６４５号（環）

令和８年３月２３日

各都道府県トラック協会 会 長 殿

公益社団法人全日本トラック協会

会 長 寺岡 洋一

（公印省略）

トラックの安全運行の徹底について

平素は当協会の業務運営に種々ご高配を賜り厚く御礼申し上げます。

さて、３月２０日（金）に三重県亀山市の新名神高速道路下り線の野登トンネル内

で発生した大型トラックの追突事故に関して、国土交通省より別添のとおりトラックの

安全運行の徹底について通達がありましたので、ご連絡いたします。

つきましては、貴協会傘下会員事業者に対し、トラックの安全確保の徹底を図るよ

うご周知いただきたく存じます。

お手数をおかけいたしますが、よろしくお願いいたします。

以上

（本件に関する問い合わせ先）

（公社）全日本トラック協会 交通・環境部 電話：０３－３３５４－１０４５



 

国 自 安 第 21 5 号 

令和８年３月 23 日 

 

公益社団法人 全日本トラック協会 会長 殿 

 

国土交通省 

物流・自動車局 安全政策課長 

（公印省略） 

 

トラックの安全運行の徹底について 

 

３月 20 日(金)午前２時 20 分頃、三重県亀山市の新名神高速道路下り線の野登トン

ネル内において、大型トラックが工事のため渋滞していた列の最後尾に追突し車両火

災が発生（関係車両４台）、この事故により、追突された車両の乗員６名が死亡すると

いう誠に痛ましい事故が発生しました。 

輸送の安全確保は、自動車運送事業者の最大の使命であり、事故を起こさず、国民

の生命、身体及び財産をしっかり守ることこそが、運送事業の社会的信頼を維持する

ために最も重要です。 

ついては、トラックの安全確保の徹底を図るため、貴会傘下会員に対し、下記事項

について、改めて周知徹底を図られますようお願いします。 

 

記 

 
１．事業者は、運行管理業務を再確認し、安全確保の原点に立った確実な運行管理を 

実施すること。特に次に掲げる事項について、改めて徹底すること。 

（１）運転者に対して、確実に点呼を実施し、安全な運転をすることができないおそ 

れの有無について確認するとともに、必要な指示をすること。 

（２）運転者の疾病、疲労、睡眠不足等の健康状態及び過労状態の確実な把握に努 

め、安全な運行をすることができないおそれがある運転者を乗務させないこと。 

（３） 「自動車運送事業者が事業用自動車の運転者に対して行う一般的な指導及び監 

督の実施マニュアル」に基づき、運転者に対し、運行の安全を確保するために遵 

守すべき事項について指導すること。 

指導監督マニュアル 

トラック 事業者編 概要編 

https://www.mlit.go.jp/jidosha/anzen/03safety/resourse/data/truck_gaiyo

hen.pdf 

トラック 事業者編 本編 

https://www.mlit.go.jp/jidosha/anzen/03safety/resourse/data/truck_honpe

n.pdf 
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